
 

 

 

令和６年度 御園中学校グループ 

特別支援教室（サポートルーム） 
要 覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全ての公立中学校に特別支援教室を設置し、教員が巡回指導 

【巡回指導教員】 【巡回指導教員】 巡回指導の拠点校 各中学校 各中学校 

特別支援教室 

(サポートルーム) 

 

    《巡回校》 《巡回校》 

御園中学校グループ巡回指導教員 

 花房 裕美  田村 喜恵   浦辺 菜穂    

小原 さやか 榎本 克己 

森 峰太郎  

 特別支援教室（サポートルーム） 

大田区立 御園中学校（拠点校） 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

大田区立御園中学校 

〒１４４―００５１ 

東京都大田区西蒲田８丁目５番１号 

電 話 ０３（３７３２）９３２８ 

ＦＡＸ ０３（３７３２）９３２９ 

《 巡回校 》 

大田区立 東調布中学校 

大田区立 大森第七中学校 

大田区立 志茂田中学校 

大田区立 矢口中学校 

大田区立 蓮沼中学校 

大田区立 安方中学校 



 

 

 

１ 教室概要 

① 学 校 名 大田区立御園中学校（拠点校） 

 所 在 地 〒144-0051 大田区西蒲田 8－5－1 

 電 話  03（3732）9328  03（3734）1373 (SR直通) 

 校 長 名 古川 大輔 特別支援教室専門員 齊藤 紀代美 

 指導曜日 火曜日・水曜日 

 

② 学 校 名 大田区立東調布中学校（巡回校） 

 所 在 地 〒145-0076 大田区田園調布南 29－15 

 電 話  03（3750）4275 

 校 長 名 大石 哲 特別支援教室専門員 中川 徹夫 

 指導曜日 金曜日 

 

③ 学 校 名 大田区立大森第七中学校（巡回校） 

 所 在 地 〒146-0084 大田区立南久が原 1－3－1 

 電 話  03（3752）4278 

 校 長 名 佐藤 圭一 特別支援教室専門員 小野 忍 

 指導曜日 月曜日・火曜日・金曜日 

 

④ 学 校 名 大田区立志茂田中学校（巡回校） 

 所 在 地 〒144-0056 大田区西六郷 1－4－10 

 電 話  03（3732）9318 

 校 長 名 青海 正 特別支援教室専門員 柏 隆 

 指導曜日 木曜日・金曜日 

 

⑤ 学 校 名 大田区立矢口中学校（巡回校） 

 所 在 地 〒146-0092 大田区下丸子 2－23－1 

 電 話  03（3759）9331 

 校 長 名 鈴木 孝洋 特別支援教室専門員  

 指導曜日 月曜日・木曜日 

 

⑥ 学 校 名 大田区立蓮沼中学校（巡回校） 

 所 在 地 〒144-0051 大田区西蒲田 2－3－1 

 電 話  03（3753）2125 

 校 長 名 張替 健二 特別支援教室専門員 渡邊 卓也 

 指導曜日 木曜日 

 

⑦ 学 校 名 大田区立安方中学校（巡回校） 

 所 在 地 〒146-0094 大田区東矢口 2－1－1 

 電 話  03（3759）9335 

 校 長 名 佐藤 彰 特別支援教室専門員 宮本 泰雄 

 指導曜日 火曜日・金曜日 

 

 



 

 

 

２ 在籍生徒数                         （令和６年４月１日現在） 

学校名 御園中 東調布中 大森七中 志茂田中 矢口中 蓮沼中 安方中 合計 

  男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 

1年 １ ２ ０ ０ ０ １ ３ ０ ７ 0 １ １ ２ ０ 14 ４ 

2年 ３ １ １ ０ ５ ２ ４ １ ２ ２ ３ ０ ５ ０ 23 ６ 

3年 ０ ０ ２ ０ ３ ３ １ 0 ２ 0 ０ 0 ３ 0 12 ３ 

合計 ４ ３ ３ ０ ８ ６ ８ 1 11 ２ ４ １ 10 ０ 4８ 13 

               総計 6１ 

３ 入室対象生徒 

通常の学級に在籍する知的障がいのない発達障がい又は情緒障がいであり、通常の学級での学習にお

おむね参加でき、「一部特別な指導を必要とする程度の生徒」が対象である。 

(平成 18年 3月 31日付 17文科初第 1178号) 

  ※ なお、指導の対象とするか否かの判断に当たっては、医学的な診断の有無のみにとらわれることの 

ないように留意し、総合的な見地から判断することが必要です。 

(障がいに応じた通級による指導の手引き 改訂第 3版) 

  ※ 不登校の状態にある生徒は、一般的に通常の学級の授業に出席していない状況にあることから、原

則通室による指導の対象となりません。 

  ※ 指導期間は学年進行や学校生活のサイクルが年度単位であることを踏まえ、原則１年間とする。 

                          （大田区教育委員会令和４年３月ガイドライン） 

 

           ＜「一部の特別な指導を必要とする程度」の例＞ 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 教育計画 

 （１）教室設置の目的 

    日常の生活における生徒の学習上・生活上の困難さの改善により、より多くの時間、在籍学級で 

他の生徒とともに学校生活を送れるようにする。 

 （２）指導形態 －自校通室－ 

     ① 通常の学級における授業を受ける中で、サポートルームへ通室する時間を決め通室する。 

      ※ 行事や行事準備等と通室時間が重なった場合は、通常学級での活動が優先されます。 

     ② 生徒の状況に応じて、個別指導、小集団指導を行う。 

 （３）指導目標 

     生徒が主体的に取り組める内容を考え、生徒が在籍する学級でよりよい学校生活を送ることが 

できる力を養う。 

 

・ 円滑な人間関係ができないことや、周囲の人が考えていることの推測が苦手等の発達の偏りが見られる。 

・ 他の人と著しくペースを合わせることができない。 

・ 主として心理的な要因による選択性かん黙がある。 

・ 状況に合わない感情や気分が持続し、不適切な行動が引き起こされ、自分の意思ではコントロールできない。 

・ 聞く、話す、読む、書く、計算する、推論する能力のうち、特定のものの習得と使用に著しい困難がある。 

・ 授業の進行についていくことができず、やる気を失っている。 

・ 年齢あるいは発達に不釣り合いな衝動性、多動性の状態等がある。 

・ 集中力を持続することが難しい。 

・ 質問が終わらないうちに答えてしまう等、状況に応じて活動することができない。               



 

 

 

５ 指導内容 

 （１）自立活動 

 ① ＳＳＴ（ソーシャルスキルトレーニング） 

・ 社会生活、日常生活を送るのに必要な基礎となる能力（身辺自立、聞くこと、話すこと、 

時間の管理、マナー、身だしなみ、整理整頓など）を身に付ける。 

・ 社会生活、日常生活に必要なコミュニケーション能力を身に付ける。 

・ 人と関わるときのルールとマナーを身に付ける。 

・ 人と関わることの楽しさを味わう。 

  ② 自己理解 

・ 自分自身について知る。（得意・不得意、長所・短所、性格、行動、目標、夢など） 

・ 進路などについて自己決定できる能力を身に付ける。 

   ③ 作業活動（創作活動など） 

・ 手先の巧緻性、集中力を高める。 

・ 見通しを持って課題に取り組む力をつける。 

・ 作品を完成させることで成就感、達成感を味わう。 

④ 運動学習 

・ 基礎的な運動感覚を身に付ける。  

・ 健康な生活を送ることの大切さを学ぶ。 

・ 人と関わりながら活動することの楽しさを味わう。 

   ⑤ 感覚学習 

・ 視覚などの感覚能力を高める。 

・ 五感を使って活動する楽しさを味わう。 

 （２）指導時間 

    ・ 一人あたり週１～２時間程度 （生徒の状況に応じて調整） 

     

６ 利用に関する流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

※詳しいことは学級担任、特別支援教育コーディネーターへご相談ください。 

 

 

 

 
 

 
 

 

校内委員会審査 

にて判定 

申込用紙の配布 

記入･提出 

 

必要によって対象生徒

の諸検査 

サポートルームの体験 

保護者面談 

教育センター 

就学相談にて面談 

 

在籍校へ連絡 

保護者の要望 

大田区立教育センター 
（就学相談係） 

TEL 5748-1202 

就学支援委員会で 

判定・通知 
入室決定・授業開始 


